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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月２６日 ０５時２７分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因
いんの

島東方沖（布刈
め か り

瀬戸） 

因島大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位１３２゜１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.９′ 東経１３３°１１.５′） 

事故の概要  液体化学薬品ばら積船第八青
せい

鷹
よう

は、南東進中、また、引船第五大貴
だ い き

丸は、台船５０２ＤＢ
ディービー

をえい
．．

航して西北西進中、両船が衝突した。 

 第五大貴丸は、甲板長が負傷し、船首部の破口等を生じ、また、第

八青鷹は、船首部に破口を伴う擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 第八青
せい

鷹
よう

、２９８トン 

   １３６００９、明和海運株式会社（Ａ１社）、有限会社久村海運    

   店 

   ５３.００ｍ×９.００ｍ×３.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１６年２月１９日 

Ｂ 引船 第五大貴
だ い き

丸、１９トン 

   ２７３－９６４１広島、有限会社広島合同海運（Ｂ１社） 

   １４.５０ｍ（Lr）×５.００ｍ×１.８４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２３５.３５kＷ、平成１０年１月 

Ｃ 台船 ５０２ＤＢ、３６４トン 

   なし、富美海運建設株式会社 

   ３０.００ｍ×１２.００ｍ×２.２５ｍ、鋼 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１１年８月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１２月１２日 

    免状有効期間満了日 平成３２年１月１１日 

  航海士Ａ 男性 ６４歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年７月６日 
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    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月９日 

    免状有効期間満了日 平成３２年７月５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年１２月６日 

    免許証交付日 平成２９年５月１５日 

           （平成３４年７月２９日まで有効） 

  甲板長Ｂ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年４月２８日 

    免許証交付日 平成２９年５月１５日 

           （平成３４年７月１日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（甲板長Ｂ） 

Ｃ なし 

損傷 Ａ 船首部に破口及び凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 船首部に破口、推進器翼に曲損、補助発電機の落水、操舵室前面

窓に破損 

Ｃ なし 

気象・海象 (1) 気象 

 ① 乗組員の観測値 

 ０５時２７分ごろ 天気 霧、風 穏やか、視程 約３０～５０  

 ｍ 

 ② 気象観測値 

  ａ 本事故発生場所の北東方約１２km付近に位置する福山特別地 

   域気象観測所の本事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時：分） 

降水量

（mm） 

風向・風速 

天気 
視程 

（km） 風向 
風速

（m/s） 

05:00 - 北北東 0.7 曇り 11.1 

06:00 -  北北西 0.8 晴れ 12.6 

  b 海上警報、気象警報及び注意報の発表状況 

      平成２９年５月２３日０６時００分～２６日０６時００分ま 

   での間、高松地方気象台では、瀬戸内海に霧に関する海上警報

が、及び広島地方気象台では、広島県福山・備三地域に、霧に

関する特別警報、警報及び注意報が、それぞれ発表されていな

かった。 

 (2) 海象 

    潮汐 ほぼ低潮時、海上 平穏、潮流 北北西流約０.６ノッ 

ト（kn） 
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 (3) 日出時刻 ０４時５９分ごろ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか３人が乗り組み、空倉で岡山県倉敷

市水島港に向けて関門港若松区を出航した。 

 Ａ船は、平成２９年５月２５日２３時３０分ごろ船長Ａが船橋当直

を終え、自室で休息することにして降橋し、２６日０３時００分ごろ

航海士Ａが昇橋して前直の航海士から引継ぎを受け、法定灯火を表示

して単独の船橋当直につき、主機を全速力前進にかけ、約９～１０kn

の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により三原瀬戸を北東

進した。 

 航海士Ａは、ヘッドアップで距離レンジを１.５海里（Ｍ）とした

レーダーを作動させ、操舵スタンド後方に立って船橋当直に当たり、

日出時刻となったものの、視界が余り良くないので、法定灯火を表示

した状態として因島北方沖を南南東進した。 

 航海士Ａは、ふだん目視で右舷方に見える造船所の明かりが見えな

いので、視程が約０.５Ｍとなって視界が制限された状態となったこ

とを知り、因島大橋の中央に向けて針路（対地針路、以下同じ。）約

１２３°（真方位、以下同じ。）で航行した。 

 航海士Ａは、視界が更に悪化して視程が約５０ｍとなった状況下、

０５時２２分ごろ因島大橋付近に至り、レーダー上で左舷船首約２

０゜約１.５Ｍの所に西北西進するＢ船がＣ船をえい
．．

航する引船列

（以下「Ｂ船引船列」という。）の映像を認め、エコートレイルの表

示により動静を確かめた。 

 航海士Ａは、Ｂ船引船列と行き会うときの横距離が少し近くなるよ

うに見えたので距離をやや離すつもりで、３゜～５゜右舵を２～３回

取り、Ｂ船引船列が左舷対左舷で安全に通過するものと思い、レーダ

ー映像で動向を確認することなく、約１３３゜の針路で航行した。 

 Ａ船は、０５時２７分ごろ航海士Ａが突然ドンという音と共に軽い

衝撃を感じ、その船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、自室の寝台で仮眠中、ドーンという音で飛び起きて直ち

に昇橋し、視界が非常に悪い状況下で船首方至近に青い船体が見えた

ので、Ｂ船と衝突したことを知り、主機の回転を直ちに下げて減速し

た。 

 Ａ船は、海上保安庁にＶＨＦ無線電話で呼び出され、船長Ａが、本

事故発生の通報を、配乗会社（以下「Ａ２社」という。）及び運航会社

（以下「Ａ３社」という。）に本事故発生の連絡をそれぞれ行い、海上

保安庁の指示により付近の海域に錨泊し、調べを受けた後、造船所で

仮修理が行われた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂが乗り組み、空倉で無人のＣ船を船尾

部から直径５０mm長さ５０ｍのえい
．．

航索で連結し、Ｂ船の船尾部から

Ｃ船の船尾端までの長さが約８０ｍとなったＢ船引船列を構成し、広
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島県広島港に向けて阪神港神戸区を出航した。 

 Ｂ船引船列は、２６日０１時３０分ごろ船長Ｂが、昇橋した甲板長

Ｂに船橋当直を引き継ぎ、自室で休息をとることにして降橋し、甲板

長Ｂが、Ｂ船に法定灯火を表示し、Ｃ船の甲板上の四隅に各１個の灯

火を点灯させて単独の船橋当直につき、主機を回転数毎分（rpm）約

６６０の全速力前進にかけ、約６～７knの速力で、広島県福山市当木
あ て ぎ

島南方沖に向け、手動操舵により西進した。 

 甲板長Ｂは、舵輪後方の椅子に浅く腰を掛けて船橋当直に当たり、

レンジを１.５Ｍとしたレーダーを作動させ、当木島南方沖を通過

し、日出時刻となったものの、視界が余り良くないので、法定灯火を

表示した状態として西北西進した。 

 甲板長Ｂは、視程が約０.５Ｍ以下となって視界が制限された状態

となった後、視界が良くなったり悪くなったりを繰り返すので、０.

７５Ｍと１.５Ｍへのレンジの切替えを時々行いながら、因島東岸の

大浜埼を船首目標として航行を続けた。 

 船長Ｂは、０５時１０分ごろ船橋当直の交替に備えて起床し、船員

室で昇橋前の準備を行っていた。 

 甲板長Ｂは、視程が３０～５０ｍとなったので主機を約６００rpm

とし、距離レンジを切り替えるうちにレーダーの映像が全体的に白く

なって周囲の船舶等の識別が困難となったので、主機を約３００rpm

の微速力前進とし、大浜埼に向けて針路を保持しているつもりで西北

西進した。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂが、主機の回転数が落ちたことに気付き、何

か異状があったのかと思い、船員室から左舷側通路に出たところ、視

界が非常に悪い状況下でＡ船の船体が船首方至近に見え、衝突の危険

を感じたので、左舷方を向いて左舷舷縁に掴
つか

まって衝撃に備え、甲板

長Ｂが、操舵に当たって針路が左に転じる状態で西北西進中、０５時

２７分ごろＢ船の船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 甲板長Ｂは、衝撃により、身体を前方に投げ出され、操舵室前部右

側の窓ガラスに当たって意識を失った。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船首部が衝撃によって一時的に持ち上がり、海水

に洗われた後部甲板に転倒した後、起き上がって操舵室に向かい、操

舵室右舷後部の出入口付近に倒れている甲板長Ｂを認めた。 

 Ｂ船は、機関室上に搭載していた発電機が落水し、機関室内の小型

発電機もケーブルが切断するなどして電源の供給が停止し、船長Ｂが

主機を中立運転とした後、えい
．．

航索がＢ船の推進器に絡索して主機が

自停した。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂが、携帯電話で１１８番通報によって海上保

安庁に本事故発生の通報を、及び運航会社（以下「Ｂ２社」という。）

に本事故発生の連絡を行い、来援した引船に台船と共にえい
．．

航されて
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広島県尾道糸崎港に入港した。 

 甲板長Ｂは、来援した巡視艇により、尾道糸崎港の岸壁に移送され

た後、救急車で病院に搬送され、約１か月間の入院加療を要する右鎖

骨遠位端骨折、右肋骨骨折及び右腸骨骨折と診断された。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

その他の事項  Ａ船は、喫水が船首約０.９ｍ、船尾約３.１ｍであった。 

 船長Ａは、航海士Ａが経験豊富な乗組員であり、布刈瀬戸など狭水

道の航行も、視界制限状態における航行にも慣れているので、航行に

問題ないものと思い、自らを呼ぶよう指示を徹底していなかった。  

 航海士Ａは、不安があればすぐに呼ぶよう船長Ａに指示されていた

が、通航に慣れている水道なので、自らの操船で安全に通過できると

思い、船長Ａに昇橋の要請を行っていなかった。 

 航海士Ａは、主機を全速力前進とし、乗組員の休息の支障となるの

で、霧中信号を行っていなかった。 

 Ｂ船引船列は、Ｂ船の喫水が船首約０.８ｍ、船尾約２.７ｍであ

り、Ｃ船の喫水が船首尾共に約０.４ｍであった。 

 船長Ｂは、経験豊富な甲板長Ｂが船橋当直に当たっているので、任

せておけば安全に航行できると思い、自らを呼ぶよう指示を行ってい

なかった。 

 甲板長Ｂは、視界が制限された状態の布刈瀬戸を通航した経験がな

かったが、本事故当時、視界が良くなったり悪くなったりしていた状

況であり、布刈瀬戸の航行に慣れているので、単独で安全に運航する

ことが可能と思い、船長Ｂに昇橋の要請を行っていなかった。 

 甲板長Ｂは、平成２９年１月Ｂ船に乗り組み、ふだん、映像が乱れ

ないようレンジ調整用以外のつまみ
．．．

に触れないことにしており、自ら

がレーダーの操作に習熟していないと感じていた。 

 甲板長Ｂは、主機を全速力前進とし、霧中信号を行っていなかっ

た。 

 Ａ３社の安全管理規程の運航基準には、次のとおり定められてい

る。 

第２章 運航の可否判断 

（通常の航行の可否判断）第３条 

４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる

条件に達したと認めるときは、当直体制の強化及びレーダの有効利

用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応

じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならな

い。 

（１）視程が１,０００ｍ以下の時 
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 Ｂ２社の安全管理規程の運航基準には、次のとおり定められてい

る。 

第２章 運航の可否判断 

（通常の航行の可否判断等）第３条  

４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる

条件に達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダワッチ等に

よる厳格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安全措置を講

ずるとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて

停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならない。 

・視程が１,０００ｍ以下の時 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった布刈瀬戸を南東進中、航海士Ａ

が、レーダーでＢ船引船列を認めた際、Ｂ船引船列と左舷対左舷で安

全に通過するものと思い、レーダーによる見張りを適切に行っていな

かったことから、左舷船首方から接近するＢ船引船列に気付かずに航

行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、３゜～５゜右舵を取ったので、Ｂ船引船列と左舷対左

舷で安全に通過するものと思ったものと考えられる。 

 船長Ａは、航海士Ａが、経験豊富な乗組員であり、布刈瀬戸など狭

水道の航行及び視界制限状態における航行にも慣れていたことから、

航行に問題ないものと思い、自らを呼ぶよう指示を徹底していなかっ

たものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、霧で視界制限状態となった布刈瀬戸を西北西進中、

甲板長Ｂが、レーダーが全体的に白くなって周囲の船舶等の識別が困

難となり、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったことか

ら、右舷船首方から接近するＡ船に気付かずに針路を左に転じながら

航行を続け、Ｂ船がＡ船と衝突したものと考えられる。 

 甲板長Ｂは、レーダーの操作に習熟していなかったので、レーダー

が全体的に白くなって周囲の船舶等の識別が困難となったレーダー映

像を見ていた可能性があると考えられる。 

 甲板長Ｂは、視界が良くなったり悪くなったりしていた状況下、布

刈瀬戸の航行に慣れているので、単独で安全に運航することが可能と

思ったものと考えられる。 

 船長Ｂは、布刈瀬戸などの狭水道において、経験豊富な甲板長Ｂが

船橋当直に当たっているので、任せておけばよいと思い、自らを呼ぶ

よう指示を行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった布刈瀬戸において、Ａ船が南
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東進中、Ｂ船引船列が西北西進中、航海士Ａが、レーダーによる見張

りを適切に行っていなかったため、左舷船首方から接近するＢ船引船

列に気付かず、また、甲板長Ｂが、レーダーによる見張りを適切に行

っていなかったため、Ａ船が右舷船首方から接近することに気付かず

に針路を左に転じながら航行を続け、両船が衝突したものと考えられ

る。 

参考  Ａ２社は、Ａ船に対し、視界制限状態となった際、船長に報告して

昇橋を要請し、見張員を増員するほか、適切に減速し、霧中信号を励

行するよう指示した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・運航会社は、それぞれの配下の船舶に対し、安全管理規程を遵守

するよう指導を徹底すること。 

 ・船橋当直者は、視界制限状態におけるレーダーによる見張りを適

切に行うこと。 

 ・船橋当直者は、視界制限状態となった際、直ちに船長に昇橋の要

請を行うこと。 

 ・レーダーの取扱いについて習熟しておくこと。 

 ・視界制限状態においては、主機を機関用意とし、霧中信号を行う

こと。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 航行経路図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

04:30:47 34-19-36.8 133-03-03.4 062.3 8.4 

04:40:18 34-20-16.3 133-04-31.3 065.4 9.0 

04:50:17 34-21-29.9 133-05-28.4 024.4 9.4 

05:00:17 34-22-25.5 133-06-52.1 075.8 9.9 

05:05:20 34-22-35.7 133-07-51.0 079.3 10.0 

05:10:17 34-22-32.5 133-08-49.2 124.5 10.1 

05:15:18 34-22-02.4 133-09-39.6 123.6 10.2 

05:15:52 34-21-59.4 133-09-45.2 122.8 9.9 

05:17:17 34-21-51.7 133-09-59.6 122.8 9.9 

05:17:47 34-21-49.1 133-10-04.6 123.0 9.8 

05:18:47 34-21-44.0 133-10-14.8 119.6 9.7 

05:20:17 34-21-37.2 133-10-30.3 121.5 9.8 

05:21:18 34-21-31.1 133-10-40.0 131.1 9.8 

05:22:18 34-21-24.6 133-10-49.0 130.3 10.0 

05:23:17 34-21-18.0 133-10-58.0 133.0 10.4 

05:24:19 34-21-10.8 133-11-07.5 133.1 10.7 

05:25:17 34-21-03.9 133-11-16.8 130.6 10.7 

05:25:48 34-21-00.3 133-11-22.2 129.7 10.6 

05:26:17 34-20-57.1 133-11-27.0 129.8 10.6 

05:26:49 34-20-53.9 133-11-31.9 139.5 8.2 

05:27:19 34-20-50.1 133-11-33.5 156.5 7.5 

05:27:47 34-20-47.8 133-11-35.5 127.9 5.0 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

04:30:34 34-20-39.8 133-19-44.5 244.4 7.9 

04:40:03 34-20-10.8 133-18-21.4 251.4 7.9 

04:49:32 34-19-48.4 133-16-53.0 255.3 8.2 

05:00:04 34-19-30.4 133-15-14.8 282.1 8.2 

05:05:03 34-19-46.9 133-14-28.4 296.6 8.2 

05:10:33 34-20-07.3 133-13-40.5 300.6 7.9 

05:15:04 34-20-23.5 133-13-03.3 300.5 7.4 

05:18:33 34-20-35.3 133-12-35.3 298.4 7.4 

05:19:03 34-20-37.1 133-12-31.4 298.8 7.5 

05:20:02 34-20-40.3 133-12-23.2 293.4 7.4 

05:21:02 34-20-43.7 133-12-15.2 302.9 7.4 

05:22:05 34-20-47.6 133-12-07.4 295.8 7.1 
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 ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方 

   位である。 

05:23:03 34-20-50.1 133-11-59.5 286.5 7.2 

05:24:05 34-20-52.1 133-11-50.9 281.3 7.0 

05:25:03 34-20-53.1 133-11-43.0 277.5 6.4 

05:26:04 34-20-53.6 133-11-35.6 274.5 5.5 


